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指定居宅療養管理指導

重要事項説明書

及び同意書

年 月 日

様

医療法人アガペ会

ファミリークリニックきたなかぐすく
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１．法人の名称等

２．事業所の名称等

３．事業の目的

４．職員の種類、人数及びサービスの内容

５．営業日

６．事業の実施地域 北中城村、中城村、宜野湾市、沖縄市、北谷町、その他地域は相談に応

じる。

７．適用期間

介護保険の要介護状態、要支援状態の認定有効期間の満了日までとします。

但し、認定有効期間満了日以前に利用者が要介護（支援）状態区分の変更の認定を受け、要

介護（支援）認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護（支援）認定有

効期間の満了日までとします。更新後も同様とします。

事 業 者 の 名 称 医療法人 アガペ会

事 業 者 の 所 在 地 沖縄県中頭郡北中城村字大城 311 番地

電 話 番 号 ０９８－９３５－２２７７

事 業 所 の 名 称 ファミリークリニックきたなかぐすく

事 業 所 の 所 在 地 沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場 360 番地 1

管 理 者 の 氏 名 山入端 浩之

介護保険事業所番号 ４７１２２１１５４１

電 話 番 号 ０９８－９３５－５５１７

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９８－９８２－０７０８

事 業 の 目 的 医療法人アガペ会が開設するファミリークリニックきたなかぐすく

（以下、『事業所』とします）が実施する指定居宅療養管理指導の適正

な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定

め、当院の居宅療養指導従業者（以下、『職員』とします）が、要介護

状態または要支援状態にある利用者に対し適正な指定居宅療養管理指

導を提供することで、療養生活の質の向上を図る事を目的としていま

す。

職 種 人数 サービスの内容

医 師 １名

以上

居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護支援事業者に対して居

宅介護サービス計画の策定等に必要な情報提供、利用者や家族

および主介護者等に対して居宅サービスを利用する上での留

意点や介護方法等についての指導・助言を行います。

営 業 日 月・火・木・金曜日。水曜日の午前。第２・第４日曜日。

【祝日、１２月３１日～１月３日は休業】

営 業 時 間 月・火・木９時～１７時３０分。

金曜日９時～１９時。

水曜日９時～１２時３０分。

第２・第４日曜日９時～１７時３０分。
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８．利用料等（居宅療養管理指導）

９．利用料等のお支払い

１．ご請求方法

毎月１日から末日までの１カ月分を翌月にご請求いたします。

事業所で訪問診療や外来受診等をご利用の方については、当該医療費もまとめて合算し

ご請求いたします。

２．お支払方法

利用者または主介護者等の『金融機関口座からの引落し』をお願いします。

※引落し手数料は当院で負担いたします。

※引落し以外でのお支払いをご希望の場合は当院窓口へご相談下さい。

３．お支払期日

引落し日は毎月２７日です。土日祝にあたる場合は翌営業日となります。

お届けする請求書にてお知らせいたします。

※現金でのお支払いをご希望の場合は、ご利用月の翌月末日までに、当院窓口にてお

支払下さい

医師による

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導費（Ⅰ）・・・居宅療養管理指導費（Ⅱ）以外の場合。

①単一建物居住者１人に対して行う場合

（当該居住にお一人の訪問の場合）

１割負担の方： ５１５円 ２割負担の方：１，０３０円

３割負担の方： １，５４５円

②単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（施設・アパート等、当該居住にお二人以上の訪問の場合）

１割負担の方： ４８７円 ２割負担の方： ９７４円

３割負担の方： １，４６１円

③ ①及び②以外の場合

１割負担の方： ４４６円 ２割負担の方： ８９２円

３割負担の方： １，３３８円

居宅療養管理指導費（Ⅱ）・・・在宅時医学総合管理料又は特定施設入居

時等医学総合管理料を算定する場合。

①単一建物居住者１人に対して行う場合

（当該居住にお一人の訪問の場合）

１割負担の方： ２９９円 ２割負担の方：５９８円

３割負担の方： ８９７円

②単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（施設・アパート等、当該居住にお二人以上の訪問の場合）

１割負担の方： ２８７円 ２割負担の方： ５７４円

３割負担の方： ８６１円

③ ①及び②以外の場合

１割負担の方： ２６０円 ２割負担の方： ５２０円

３割負担の方： ７８０円
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１０．個人情報の利用

別添の『個人情報の保護について』にて詳細をご説明いたします。

１１．秘密の保持

１ 事業所職員は業務上知り得た利用者又はそのご家族の秘密を保持します。

２ 医療法人アガペ会は、職員採用の際、医療法人アガペ会の職員でなくなった後において

もこれらの秘密を保持する事を雇用契約の条件とします。

１２．情報の保存、開示義務

１ 事業所は、訪問計画書と訪問日ごとの報告書を作成し、介護支援専門員等に報告します。

これらの書類等はこの契約終了後５年間保存します。

２ 利用者は、当院に対し、いつでも第１項に規定する書面その他の指導に関する記録の閲

覧・謄写を求めることができます。但し、謄写に際しては、当院は利用者に対して、実費

当額を請求できるものとします。

１３．事故発生時の対応

居宅療養管理指導の提供中に事故が発生した場合は、速やかに主介護者等へ連絡します。

また、利用者の主治医へ連絡・相談等を行い、状況に応じて救急隊へ連絡し緊急受診を行い

ます。受診の際は、主介護者等による付き添いをお願いする場合もあります。市町村、利用

者担当の居宅介護支援事業者等へ連絡を行うとともに、当該事故の状況等を記録します。

１４．苦情・相談受付

苦情・相談受付窓口は以下の通りとする。寄せられた苦情に対し、迅速かつ適切に対応す

るために事業所管理者は地域医療包括ケアセンター苦情処理解決要綱に基づき事業所内で

苦情解決に向けた検討会等を開催、必要に応じて地域医療包括ケアセンター苦情処理解決委

員会を開催し、円滑・円満な解決に取り組む。

１ 名 称 ファミリークリニックきたなかぐすく

電話・ＦＡＸ 電話：０９８－９３５－５５１７ ＦＡＸ：０９８－９８２－０７０８

営業日 月・火・木・金曜日。水曜日の午前。第２・第４日曜日。

【祝日、１２月３１日～１月３日は休業】

営業時間 月・火・木曜日は９時～１７時３０分。金曜日は９時～１９時。

水曜日は９時～１２時３０分。

第２・第４日曜日は９時～１７時３０分。

ご利用方法 電話相談受付、直接面談、当院内設置のご意見箱への投書

２ 名 称 医療法人アガペ会 法人本部

電話・ＦＡＸ 電話：０９８－９３５－２２７７ ＦＡＸ：０９８－９３５－２２７２

営業日 月～金曜日【祝日、１２月３１日～１月３日は休業】

営業時間 ８時３０分～１７時３０分

ご利用方法 電話相談受付、直接面談、法人本部設置のご意見箱への投書
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３ 他にも、以下の苦情・相談受付窓口がございます。

説明事項確認及び同意書

事業所は、利用者や家族および主介護者等に対して重要事項説明書に基づき、サービス内容

等の説明を行いました。

年 月 日

（事業所名）医療法人アガペ会

ファミリークリニックきたなかぐすく

院長 山入端 浩之 印

説明者氏名 印

私は、上記職員から重要事項説明書に基づいてサービス内容等の説明を受け、重要事項説明

書及び同意書の交付を受けました。サービス提供開始に同意します。

年 月 日

（利用者） 氏名 印

住所

電話番号

通常実施地域におけ

る介護保険に関する

苦情相談窓口

○北中城村役場 介護保険担当課 連絡先０９８－９３５－２２３３

受付時間帯 平日８時３０分～１７時１５分

○沖縄県介護保険広域連合 業務課 連絡先０９８－９２１－７８０

３

受付時間帯 平日８時３０分～１７時１５分

○沖縄市役所 高齢福祉課 連絡先０９８－９３９－１２１２

受付時間帯 平日８時３０分～１７時

○宜野湾市役所 介護長寿課 連絡先０９８－８９３－４４１１

受付時間帯 平日８時３０分～１７時

○沖縄県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口

連絡先０９８－８６０－９０２６

受付時間帯 平日８時３０分～１７時
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（家族および主介護者等） 氏名 印

利用者との続柄

〒

住所

電話番号

署名代行の理由

※〔利用者と同一住所・電話番号の

場合は記入不要〕


